
笠神の『三義俠者碑』の語る義民の姿と、
碑文を書いた俳人・須藤元誓

三義俠者碑

印西歴史愛好会 令和元年度公開講座 2019.8.10 蕨由美

須藤元誓がかかわった芭蕉句碑 吉高宗像神社・下井鳥見神社・吉高のT家

http://inzairekishi.web.fc2.com/index.html
http://sawarabi.a.la9.jp/


*はじめに

*印西市には、明治大正時代に建立された立派な記念碑や、
歌碑・句碑が多数残されています。

*第Ⅰ部では、旧本埜地区笠神の南陽院境内に、明治24年
に建立された江戸初期の笠神の三義人を顕彰した「三義
俠者碑」とその時代背景についてお話します。

*Ⅱ部では、「三義俠者碑」の「撰文幷書」に名を記す
「須藤元誓」（俳号は梅理）についてと、須藤元誓が建
碑に関わった句碑から見えてきた地域の俳人たちの明治
における文化ネットワークについてお話します。



Ⅰ 笠神の『三義俠者碑』の語る義民の姿

本埜支所から
笠神城跡を望む

笠神の風景

印西市本埜支所の前の広い田圃の中に突き出した独立台地の裾を巡る集落が笠神で、
台地上には笠神城跡がありました。

中世の頃までは、利根川と印旛沼が続く広い内海に面するこの笠神の集落は、中世村
落の最前線でした。

逢善寺文書の記述には、14世紀末「有徳ノ在家ノ仁」とよばれる「印西ノ笠上又太良
禅門等ノ類」が出てきますが、笠神の地で「香取の海」の重要な航路を支配していた有
力者のことと思われます。

笠神城跡の台地上西端の蘇羽鷹神社には戦国時代の遺構と思われる物見やぐら跡や大
きな堀跡が残り、東側には領主の館跡に建てられた「南陽院」があり、その下には「船
戸」の集落、西麓には「根古屋」の集落と「笠神社」があります。



小林の百庚申

印西市笠神の地図 Ⅰ



印西市笠神の地図 Ⅱ



笠神の笠神社と百庚申

左側（北側）の列の奥には慶應二年塔が並ぶ

慶應三年塔が並ぶ右側（南側）の列

字笠神前には、元禄15年（1702）にこの台地の下に
遷座したと伝えられる「笠神社」があります。
（かつて城主の守り神で、城山後方の山頂にありま
した。）

下照姫命を祀り、「笠神様」とよばれる神社境内
には、左右二列に、幕末期に立てられた「百庚申」
の石塔が立ち並び、その姿は壮観です。



笠神の蘓波鷹神社



笠神の「三義俠者碑」 Ⅰ



笠神の「三義俠者碑」 Ⅱ

笠神の島状の台地の南東中腹
に建つ天台宗の南陽院の本堂の
前には、基壇を築きその上に、
台石に載せた高さ1.5ｍの自然石
の石碑「三義俠者碑」が建立さ
れています。

明暦２年（1656）に刑死した
笠神の三義人を顕彰するために、
南陽院住職と三義人の子孫、
250名以上の賛同者によって、
明治24年（1891）に建てられた
石碑です。



笠神の「三義侠者碑」 Ⅲ
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笠神の「三義俠者碑」 Ⅳ
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本
文
の
意
訳

「
人
の
群
れ
は
天
に
勝
つ
が
、
天
命
が
定
ま
れ
ば
ま
た
人
に
勝
つ
。

古
よ
り
死
す
る
者
は
一
に
非
ず
」
と
い
う
が
、
身
は
極
刑
に
死
ん
で

も
、
百
世
ま
で
人
の
心
を
感
動
さ
せ
る
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

正
保
明
暦
の
こ
ろ
、
印
旛
郡
笠
神
村
に
三
人
の
「
義
俠
者
」
が
い

た
。

笠
神
の
地
は
、
丘
を
め
ぐ
る
平
坦
で
豊
か
な
土
壌
で
、
そ
の
東
北
一

帯
に
は
利
根
川
と
印
旛
湖
が
せ
ま
り
、
塩
分
が
多
く
、
ア
シ
と
オ
ギ

が
茂
る
広
漠
と
し
た
地
で
、
俗
に
埜
原
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

当
時
は
地
租
を
納
め
る
こ
と
も
な
く
、
草
木
を
刈
り
、
鳥
獣
や
魚

を
捕
っ
て
い
た
こ
の
地
は
笠
神
村
に
接
し
、
多
く
の
民
が
そ
の
利
益

に
頼
っ
て
い
た
た
め
に
、
ま
た
小
林
村
と
の
争
い
の
地
で
も
あ
り
、

両
村
と
も
に
そ
の
利
権
は
決
ま
ら
ず
、
幕
府
の
領
地
と
な
っ
て
い
た
。

正
保
二
年
四
月
の
こ
と
、
幕
府
の
役
人
が
検
分
に
来
て
地
図
を
あ

ら
た
め
、
そ
れ
以
後
は
両
村
の
所
有
と
な
る
に
至
っ
た
が
、
こ
の
こ

と
は
笠
神
村
に
と
っ
て
は
そ
の
利
益
を
専
有
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、

村
民
は
た
い
へ
ん
嘆
き
悲
し
ん
だ
。

明
暦
二
年
の
あ
る
月
、
笠
神
村
は
そ
の
地
域
を
定
め
よ
う
と
の
ぞ

ん
だ
が
、
小
林
村
は
応
じ
ず
、
そ
の
年
の
九
月
に
再
び
幕
府
に
訴
え

た
が
、
見
直
し
は
な
く
、
地
図
に
よ
っ
て
裁
か
れ
、
笠
神
村
に
と
っ

て
そ
の
境
は
不
利
な
結
果
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
時
、
三
人
の
義
俠
の
者
が
あ
っ
た
。

鈴
木
庄
吉
、
岩
井
與
五
兵
衛
、
岩
井
源
右
衛
門
の
三
人
で
、
皆
、

優
れ
た
人
物
で
、
意
気
盛
ん
で
、
物
怖
じ
し
な
い
不
屈
の
気
性
が
強

か
っ
た
。

三
人
は
、
弁
論
を
も
っ
て
小
林
の
民
を
正
そ
う
と
村
境
ま
で
臨
ん

だ
と
こ
ろ
、
相
手
の
衆
は
竹
槍
を
突
き
つ
け
て
き
た
が
、
三
人
は
落

ち
着
い
て
反
論
し
た
。

相
手
の
衆
は
取
り
囲
ん
で
捕
ま
え
よ
う
と
し
、
三
人
は
身
を
挺
し

て
奮
然
と
闘
っ
て
蹴
散
ら
せ
た
が
、
数
人
を
傷
つ
け
、
若
干
名
を
死

な
せ
て
し
ま
っ
た
。

三
人
は
そ
の
事
情
を
聞
い
て
、
自
首
し
て
罪
を
待
っ
た
。



こ
う
し
て
埜
原
の
地
は
、
幕
府
の
決
定
前
の
昔
か
ら
の
習
慣
に

戻
さ
れ
て
笠
神
村
に
属
し
た
が
、
三
人
は
と
も
に
磔
の
極
刑
を

も
っ
て
殺
さ
れ
た
。

そ
の
所
は
字
押
付
で
、
時
は
明
暦
二
年
十
二
月
二
日
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

村
人
は
三
人
の
亡
骸
を
納
め
て
葬
り
、
後
に
許
さ
れ
て
そ
の
地

に
小
さ
な
墓
を
建
て
、
後
世
へ
の
記
標
と
し
た
。

そ
れ
か
ら
埜
原
の
地
は
、
堤
を
築
い
て
田
を
開
墾
し
、
稔
り
豊

か
な
地
域
と
な
っ
た
。
今
の
埜
原
村
で
あ
る
。

こ
う
し
て
こ
の
地
は
笠
神
の
本
郷
の
も
の
と
な
り
、
水
陸
の
田

は
百
三
町
八
段
あ
ま
り
と
な
っ
た
。

そ
れ
以
来
、
村
人
は
毎
年
十
月
に
、
十
日
に
わ
た
る
法
会
を
行

い
続
け
、
そ
れ
ゆ
え
に
明
暦
か
ら
明
治
ま
で
に
二
三
四
年
を
経
て

も
、
水
害
や
旱
魃
、
蝗
害
、
飢
饉
に
な
る
こ
と
も
な
い
。

今
こ
こ
に
村
人
が
話
し
合
っ
て
財
を
醵
出
し
、
碑
を
慈
眼
山
の

上
に
建
て
る
こ
と
を
決
め
、
桑
畑
が
滄
海
に
変
ず
る
よ
う
な
大
変

化
に
備
え
る
こ
と
と
し
た
。

あ
あ
、
こ
れ
も
貧
し
い
民
が
極
刑
で
死
ん
だ
こ
と
で
、
却
っ
て

一
つ
の
村
の
富
の
源
を
作
っ
た
の
で
あ
り
、
「
身
を
殺
し
て
仁
を

な
す
」
と
い
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

子
孫
は
連
綿
と
末
永
く
そ
の
血
を
受
け
継
ぎ
、
こ
の
地
に
食
し

て
き
た
。

今
や
明
治
の
隆
盛
の
世
に
あ
っ
て
、
玉
を
磨
く
よ
う
に
、
三
人

の
遺
し
た
気
風
を
朽
ち
る
こ
と
な
く
伝
え
て
い
こ
う
。

こ
れ
は
ま
さ
に
「
人
の
群
れ
は
天
に
勝
つ
が
、
天
命
が
定
ま
れ

ば
ま
た
人
に
勝
つ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
以
下
、
漢
詩
の
銘
文
は
省
略
）



笠神の「三義俠者碑」Ⅴ

『印旛郡誌』（大正2年）本郷村より

「毎年十月南陽院勝軍寺で、近村の多くの僧侶が集まっての十夜間の
法要は、明治34年12月、あらためて一夜に短縮して継続している」

「押付の薬師庵の三氏の墓
碑の周りの垣などの整備は
老人会で行った。
昭和10年頃までは、毎年

７月７日の薬師如来の縁日
には、老若男女が境内を埋
め、出店や唄踊りと夜中ま
でにぎやかだった。」

「笠神村十日夜法会縁起」より

「幕府は磔の柱を基準より一尺高くされ、目の届く所までを笠神の地
と定む」



笠神の「三義侠者碑」 Ⅵ

押付の薬師堂

ここで磔になった
三人の墓がある
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笠神の「三義俠者碑」 Ⅶ

この「三義俠者碑」は、印旛沼周辺の低地部の開発が盛んに
なった正保・明暦期、小林村との入会地「埜原」の帰属をめぐる
闘争を物語る記念碑として注目されます。

中世では、当然だった村同士の実力闘争も、江戸前期では幕府
による懲罰が不可避でした。

そしてその犠牲となった村の「義人」に対して、当時は供養を
続けるのみで、建碑はできませんでしたが、明治になって、この
ような立派な顕彰碑が建てられました。

その建碑の背景として、佐倉惣五郎の
物語が膾炙したような近代の自由民権
思想の高揚が見て取れます。

なお、「篆額」の武藤宗彬は蚕業振
興に尽力した千葉郡長、

「撰文并書」の須藤元誓は俳人半香
舎五世梅里です。

令和元年５月の前進座公演「佐倉義民伝」ポスター



笠神の「三義侠者碑」 Ⅷ

義民を生み出す闘争の四つの類型
①一揆
②共同体間闘争＝17世紀に集中*
③村方騒動
④その他

*その要因として
・第一に、中世村落の権利であった自検断権・自力救済を、近世権力が否定
したにもかかわらず、生まれたばかりの公権力が、複雑な在地の権利関係を
完全に掌握しきれていなかったこと

・第二に、中世末から近世初頭に展開した開発が、入会地の草木の用益権や
水をめぐる対立を激しくしていった

・開発による新たな村の確立に重要な権利獲得の実力闘争が、近世の公権力
による処罰により犠牲者を生まざるを得なかった時代

・共同体間闘争による「義民物語」、特に、笠神村の三義人はこの典型

保坂智「近世初期の義民」（『国士舘大学人文学会紀要』 第35号 2002年）



房総石造文化財研究会の三明弘氏の調査では、房総の義
民関係の石造物は推定を入れて23件あり、そのうち「義
民」（＝村の代表として領主や幕府に直訴して犠牲になっ
た人）関係が10件、「義人」（＝多くの人のために正義に
殉じた人）関係は13件とのことです。

千葉県では、佐倉惣五郎のほか、安房の万石騒動の三義
民、館山市の大神宮義民七人様供養碑の３事件が有名です
が、刑死直後の供養塔などは施政者から許されず、五十年
近くたってから建てられることもあり、明治中期以降の建

碑も７件に及びます。

23件の中には、重税の減免直訴の義民や、飢饉に際し領主に無断で
郷蔵を開けた名主、入会の草刈り場（まぐさ場）や用水をめぐる巡
る争論での犠牲者のほか、漁場の境界や入会権、漁業権をめぐって
隣村に実力行使して咎を受けた大事件も、東京湾岸で3件あります。

船橋市不動院の石造釈迦如来坐像に白米の飯を盛り上げるように
つける「飯盛大仏追善供養」は、船橋市の指定文化財にもなってい
ますが、その由来は、文政７年（1824）の漁場の境をめぐる争いで、
相手方の侍を殴打して入牢した漁師総代の牢内の飢えを償うためと
いわれています。

房総の義民・義人の供養塔・顕彰碑



笠神の「三義俠者碑」 Ⅸ

・福沢諭吉や、植木枝盛など自由民権活動家は、
彼らの主張の先駆者として惣五郎をとりあげた。

・幕末から明治初年の一揆では、その組織化に
「佐倉惣五郎物語」が取り入れられることも
あった。
・東勝寺は宗吾霊堂として多くの信者を集め、
全国に惣五郎を祀る神社などが建立された。

・明治～大正期の自由民権期に、それまで石塔
も建てられなかった江戸時代の「義民・義人」
の顕彰と建碑が各地で盛んになった。
例：増田五郎右衛門の石碑

宗吾霊堂（東勝寺）境内の佐倉惣五郎の墓

明治時代の「義民・義人」顕彰碑建立の背景

「人民の権義を主張し正理を唱えて政府に迫り、
その命を棄てて終わりをよくし、世界中に対して
恥ずることなかるべき者は、古来ただ一名の佐倉
宗五郎あるのみ」 （福沢諭吉「学問のすゝめ」七

編・国民の職分を論ず）

（参考：歴博の企画展示「地鳴り山鳴り－民衆のたたかい三百年－」図録）

大正１３年建立の増田五郎右衛門の石碑
画像：HP「島田市博物館」から）



笠神の「三義俠者碑」 Ⅹ

地元に残る伝承を参考にしながら18世紀後
半に創作された佐倉惣五郎物語は、幕末から
全国に広まり、福澤諭吉により「古来唯一の
忠臣義士」と称えられ、特に自由民権期には
民権家の嚆矢として位置付けられました。

義民の顕彰が、全国各地で盛んになったの
もこの頃であったことを考えると、この三義
人顕彰碑は、江戸時代初期と明治中期の二つ
の時代の歴史を語る文化財であるといえるで
しょう。 三義侠者碑 2016.3.16 房総石造文化財研究会 見学会にて

五十嵐行男氏は『印西地方よもやま話』で、江戸時代に幕府の裁定の反逆者
の｢義民｣を密かに追悼することはあっても顕彰する事は叶わず、明治22年大日
本帝国憲法の発布後、板垣退助らによる自由民権思想の高揚した明治24年とい
う時代に、笠神の義人顕彰碑が建立されたことを指摘しておられます。

笠神に近い佐倉で、木内惣五郎が直訴し刑死したのは、笠神三義人事件の３
年前の承応２年（1653年）といわれています。



Ⅱ「三義侠者碑」の「撰文幷書」の須藤元誓（梅理）と明治俳諧の世界

この篆書体の格調高い「三義
侠者碑」の文と書をしたためた
人物は、「撰文幷書」にある
「須藤元誓」で、「江南亭梅
理」の俳号で有名な文化人、そ
して医師でした。

『半香舎梅理家集』から
画像：村上昭彦氏提供

（１）須藤元誓（梅理）とは



『印旛村史 近代編史料集Ⅱ』の「文化」の部に、昭和４年の「梅理家集」
の抄録が掲載されてあり、その解説によれば、須藤元誓は弘化2年（1845）に、
代々医家であった吉高村の前田元珉の三男として生まれ、名は理三郎。早く
から和漢の書を修め、医術を究めたとのこと。

分家して須藤家を継ぐが、詩歌や俳諧は半香舎一世で梅丸の俳号を持つ父
の元珉や、前田家を継いだ義兄の宗達こと二世梅麿の業績を受け継ぎ、俳諧
結社である半香舎の五世となったとのことです。

「梅理家集」には、梅理の俳諧の師匠の三森幹雄の子の春秋庵準一が「叙」
を、梅理の甥二人が「閲歴」を書いていますが、閲歴の中のエピソードに、
16歳の時、父の死に心痛めて、それまで一生懸命に書写した漢籍や医術書を
捨ててしまったほどだったとあります。

また、文久2年夏に麻疹が大流行した際は、兄の助手として昼夜奔走し、数
百人の患者を救ったそうです。

千葉大学の前身の千葉病院医学教場で医学を修め、内外科医術免許を得て、
医師として活躍する傍ら、寸暇を惜しんで、文学・詩歌を儒家などに、俳諧
は父について学び、父没後は、三森幹雄を師として三十年以上、地域で活動
し、その門人は八十余人。そして昭和4年（1929）、81歳で生涯を終えられま
した。

（１）須藤元誓（梅理）とは -2



『憑蔭集』（船橋大穴の齋藤その女傘寿の記念の句集）から十三才の時の句

馳走とは聞くもききよし一夜鮨

『梅理家集』には、次の句が遺されています。

今朝はかり人に待たれて初鴉（はつがらす）

人の世や日傘も絹の二重張り
些（いささか）と風のあれと思ふや月の雲
松の風竹の凪聞く炬燵かな

『明治俳人名鑑』（右のコピー写真）から

みつうみや風は寒くも春心
春の山見馴れし影を見出しけり
長みしか隙な枝なき柳かな
黄鳥の臆気をかしき余寒かな
草や木にさはらて吹きぬ春の風

（２）須藤元誓（梅理）の句

『半香舎梅理家集』
画像：村上昭彦氏提供



印旛沼の旧本埜村干拓地を南北に貫く県
道12号線。

江戸時代からの堤防道で、うねうねと曲
がるカーブの左右の下には、洪水の度に堤
が切れた「押堀」といわれる池が点々と連
なり、水害との闘いであったこの地の歴史
を語っている道です。

その12号線沿いの押堀のひとつ、甚平池
の北側に小さな祠を祀る下井鳥見神社があ
ります。自然石の芭蕉の優雅な句碑があり
ます。

（３）印西市下井鳥見神社の芭蕉句碑



この下井鳥見神社の左前には自
然石の芭蕉の優雅な句碑がありま
す。

この句碑には「原中や ものにも
つかす 鳴雲雀」、右下には「はせ
を」と流麗な字で、台石には「俳
諧稲穂連」と刻まれています。

（３）印西市下井鳥見神社の芭蕉句碑-2





（３）印西市下井鳥見神社の芭蕉句碑-3

この碑は特に優れた点は、句碑の
形や銘の書体の良さもさることながら、
裏面と台石に刻まれた銘文とその内容
です。

碑の裏面には「四世半香舎東水」の
句「聞やうて淋しくもなし萩の声」と、
明治29年銘で「江南亭梅理」による東
水への賛と経歴、また台石には地域の
俳人たちの名が刻まれています。

この鳥見神社の芭蕉句碑を建立した
「江南亭梅理」とは、半香舎五世の
「須藤元誓」。笠神の南陽院にある
「三義侠者碑」の碑文の撰文と書を書
かれた方でした。





旧印旛村の吉高は、須藤元誓（梅理）が生
まれ育ち活動し、そして生涯を終えたムラで
す。

春になると、須藤文左衛門（屋号）家の氏
神で、印西市指定天然記念物「吉高の大桜」
が咲きます。

須藤元誓（梅理）の須藤太左衛門家は、大
桜に一番近い大日堂横にあり、元誓のお孫さ
んが「峠の茶屋」を開いているお宅です。

（４）吉高の宗像神社境内の芭蕉句碑



（4）吉高の宗像神社境内の芭蕉句碑-2

その旧吉高村の鎮守である宗像神社には、境内か
ら社殿に向って右側に、自然石の芭蕉の句碑があり
ます。

表面に「このあたり 目に見ゆるもの みな涼し
はせを」と流麗な仮名文字で芭蕉の句が、裏面には、
松月舎光東の「たまたまに 錦も交る 落葉哉」の句
が刻まれています。

芭蕉の句の出典は『風俗文選』。
貞享５年（1688）『笈の小文』の帰路、岐阜で詠

んだ句だそうです。







裏面の句の選者は、半香舎梅理と春秋庵
幹雄の2名で、建立は「明治三十五年四月一
日」（1902）です。

半香舎梅理は、須藤元誓。

春秋庵幹雄とは、梅理とその父である半
香舎梅丸の俳諧の師匠の、十一世春秋庵三
森幹雄その人です。

そしてその下には、「俳友賛成員」とし
て19名、「幹事」17名、「後見」2名（俳友
賛成員・幹事と重複）、「企」1名（句の作
者と重複）の名前（地名・苗字・俳号）が
記されていました。

「たまたまに 錦も交る 落葉哉」の句の作者
の松月舎光東は、「企」の須藤光東のこと
でしょう。

その名の横には「通称太左衛門」とあり、
須藤元誓（梅理）が継いだ家でした。



梅理と並ぶ選者の一人の春秋庵幹雄とは、江戸末期か
ら明治初期の俳人三森幹雄（1829～ 1910年）で、福島県
出身。
本名は寛、通称は菊治、号は初め静波で、藍染商人の
手代として働きながら、地方の師匠のもとで俳句を学び、
20代半ばで江戸に出て志倉西馬に俳諧を学びました。

明倫講社を組織し、1880年、雑誌「俳諧明倫雑誌」を創
刊し俳壇に一勢力をなしましたが、神道の大成教に属して
俳諧による教化運動を進め、正岡子規によって、旧派句
会を代表する俳人として攻撃された一人であるとのことで
す。（Wikipediaより）

なお、『梅理家集』には、三森幹雄が「嘉永の暮、奥州よ
り江都へ上るの途次、総の吉高に僑寄し」たことと、さらに
二代に亘って交誼を重ねた縁で、幹雄の継嗣の春秋庵準
一が、その「叙」を著したと書かれていました。

春秋庵幹雄とは

画像は、HP「今日も日暮里富士見坂 / Nippori Fujimizaka day by day」から
1891年4月『三森幹雄評伝』によるとのこと



さらに、吉高の集落内の冨井家の屋敷入口に、もう一基、「蛙塚」と呼ばれ
ている自然石の芭蕉句碑があります。
表面には、以下のような銘文が刻まれています。

（５）吉高の冨井家の芭蕉句碑「蛙塚」

こ
の
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蛙子は目すり膾をなく音かな

明治25年（1892年）4月15日の建立。俳句
の出典は『俳諧一葉集』とのことですが、
存疑句とも言われています。
「目すり膾」とは、「目擦り」がカエル
が目をこするという俗説から、カエルを熱
湯に入れて皮をむき、芥子酢であえた昔の
料理とのこと（goo国語辞書）だそうです。

「蛙子は目すり膾をなく音かな」の句には、
「おもしろうてやがて悲しき鵜舟かな」の
芭蕉の句に通じる哀れさと軽妙さが相混
ざっているような気がします。



「蛙塚」碑の裏面には、
故半香舎一世此君園、
故二世梅麿、
故三世有隣、
故幽谷舎梧井、
精香舎東水、
竹窓茶烟、
玉波亭萩池、

そして、江南亭梅理の蛙の句が
刻まれているとのことです.

残念ながら、私有地内にあり、黴苔による
汚染がひどく、その除去してから拓本をとる
必要があることから、今現在、まだ翻刻がで
きていません。



（６）句碑・句額に見る印旛～利根の俳諧ネットワーク

印西市の利根川北岸の利根町布川の徳満寺地蔵堂には、明治29年奉納の
句額が掲げられています。

（句額の画像及びデータ*はHP「タヌポンの利根ぽんぽ行」http://toneponpokou.tanuki-bayashi.com/tokumanji/index.htmlを参考）

東京・西京（京都）だけでなく、遠く肥
前から桐子園竹外などの宗匠を判者として
招き、その門人を含め、利根町の各地域だ
けでなく、茨城は取手、土浦、水戸、守谷、
千葉は印西、印旛、白井、流山等々、きわ
めて広範囲の俳人の名が見えること*でも、
注目される句額です。



吉高の宗像神社の句碑に記された38名の俳号には、下井鳥見神社の芭蕉句碑
の70名と重なる俳号も多く、さらに、徳満寺地蔵堂の奉納句額にその名と句が
掲載されている俳人が10名います。

徳満寺地蔵堂の奉納句額には、入集した99句の俳句と地域、俳号が掲載され
ていますので、そのデータ*を参考にして、下井と吉高宗像神社の句碑と、布川
の徳満寺地蔵堂の句額に重複して俳号が記されている23名の俳人名とその俳句
10句を抜き出して、一覧表にしてみました。





ちなみに、徳満寺地蔵堂句額の須藤梅理の句は
「似た形（なり）の 山も揃ふて 夕かすみ」でした。

徳満寺地蔵堂奉納句額に記されているのは、地域と俳号と句のみで名字が不明
でしたが、下井鳥見神社と吉高宗像神社の句碑には名字と俳号が記されているの
で、共通する10名に関しては、名字もわかりました。

また、下井の句碑には半香舎四世
東水の、吉高の句碑には五世こと須
藤梅理の門下の俳人の名が列記され
ています。

南は山田（印西市）、北は北辺田
（栄町）におよぶ水郷地帯がその活
動エリアであったと思われ、さらに
利根町などでの句会にも参加し、交
流していたことでしょう。

布川から利根川越しに見る印西の街

瀬戸からの印旛沼下井の鳥見神社からの夕暮れの風景


